
古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
（
一
）

　
　

は
じ
め
に
―
―
国
家
と
は
何
か

一　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
・
謀
叛

　
　
　

（
一
）
唐
律
一
〇
悪

　
　
　

（
二
）
養
老
律
八
虐

二　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛

　
　
　

（
一
）
律
令
制
度
以
前

　
　
　

（
二
）
律
令
制
度
盛
期

お
わ
り
に

論　

説

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て

―
―
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
―
―

新　
　

井　
　
　
　
　

勉



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
（
二
）

　
　
　
　
　

は
じ
め
に
―
―
国
家
と
は
何
か

　

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
宝
律
令
は
全
巻
散
逸
し
た
。
養
老
律
令
は
、
令
が
注
釈
書
の
「
令
義
解
」
や
「
令
集
解
」
の
形
で
残
っ
て

い
る
が
、
律
は
散
逸
し
て
一
部
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
早
く
か
ら
逸
文
の
収
集
が
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
現
在
で
は
養
老
律

の
か
な
り
の
部
分
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
養
老
律
を
開
く
と
、
ま
ず
律
目
録
が
あ
り
、
次
に
笞
杖
徒
流
死
の
五
罪
（
唐
律
は
五
刑
）
が

続
き
、
さ
ら
に
八
虐
（
唐
律
は
一
〇
悪
）
が
続
い
て
い
る
。
最
初
の
三
つ
の
罪
名
と
構
成
要
件
（
訓
読
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る

（
１
）

。

　

○
養
老
律
・
八
虐

　
　

一
曰
。
謀　

反
。
謂
謀
危
國
家
（
国
家
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

二
曰
。
謀
大
逆
。
謂
謀
毀
山
陵
及
宮
闕
（
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

三
曰
。
謀　

叛
。
謂
謀
背
圀
従
偽
（
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　

罪
名
の
読
み
は
順
に
、
ム
ヘ
ン
、
ボ
ウ
タ
イ
ギ
ャ
ク
、
ム
ホ
ン
で
あ
る

（
２
）

。
謀
大
逆
が
「
ム
」
タ
イ
ギ
ャ
ク
で
な
い
の
が
お
ち
つ
か
な
い

が
、
ム
ヘ
ン
も
ム
ホ
ン
も
、
平
安
後
期
の
辞
書
『
色
葉
字
類
抄
』
に
和
訓
（
読
み
）
が
あ
る
と
い
う

（
３
）

。
さ
ら
に
、
謀
反
の
「
反
」
と
謀
叛

の
「
叛
」
の
意
味
が
ど
う
違
う
の
か
気
に
な
る
し
、
謀
反
の
「
國
家
」
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
と
謀
叛
の
「
圀
」
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と

謀
る
の
、
國
家
と
圀
は
同
じ
意
味
か
違
う
の
か
気
に
な
る
。

　

國
は
無
論
国
の
正
字
で
、
圀
は
國
の
則
天
文
字
で
あ
る
。
国
史
大
系
本
の
養
老
律
第
一
巻
は
江
戸
城
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
の
写
本
を
底
本

と
し
、
写
本
の
筆
写
者
は
金
沢
文
庫
所
蔵
本
を
書
き
写
し
た
ら
し
い

（
４
）

。
と
す
る
と
、
鎌
倉
中
期
か
そ
の
前
か
ら
、
八
虐
の
「
國
」
家
の
字

と
「
圀
」
の
字
は
字
体
が
違
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
と
、
こ
れ
に
家
を
く
み
あ
わ
せ
た
国
家
、
こ
れ
ら
二
つ
の
語
に
何
か
意
味



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

三
（
三
）

の
違
い
が
あ
る
の
か
。
あ
っ
た
の
か
。

　

國
は
、
四
方
の
境
を
示
す
囗
（
ク
ニ
）
と
、
戈
・
囗
・
一
（
一
は
土
地
を
表
す
）
の
合
字
た
る
或
（
四
境
を
戈
で
守
る
土
地
。
こ
の
字

も
ク
ニ
の
意
味
）
の
合
字
だ
と
い
う

（
５
）

。
家
は
、
宀
（
屋
根
を
た
れ
た
イ
エ
の
意
味
）
と
豕
（
ブ
タ
や
イ
ノ
コ
）
の
合
字
で
、
本
来
の
意
味

は
豕
小
屋
。
豢
豕
（
家
畜
の
ブ
タ
）
の
多
産
か
ら
転
じ
て
、
人
の
集
ま
っ
て
い
る
所
、
す
な
わ
ち
イ
エ
を
い
う

（
６
）

。
な
お
、
豢
（
カ
ン
）
の

字
は
飼
う
、
養
う
、
の
意
味
で
あ
る
。

　

国
（
國
、
圀
）
の
字
と
、
家
の
字
の
意
味
は
、
右
の
よ
う
で
あ
る
。
国
は
四
方
に
城
壁
を
巡
ら
し
た
古
代
中
国
の
都
邑
を
想
像
す
れ
ば

よ
い

（
７
）

。
そ
れ
な
ら
、
国
の
字
に
家
の
字
を
く
み
あ
わ
せ
た
国
家
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
っ
た
の
か
。
少
し
考
え
れ
ば
わ
か
る

が
、
七
世
紀
中
頃
の
唐
朝
永
徽
（
永
徽
律
令
が
大
宝
律
令
・
養
老
律
令
の
母
法
）
の
国
家
と
い
う
語
や
、
八
世
紀
初
め
大
宝
・
養
老
の
頃

の
国
家
と
い
う
語
の
意
味
し
た
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
以
降
の
国
家
の
概
念
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　

謀
反
条
の
疏
（
注
釈
）
は
、
謀
反
の
条
文
に
つ
い
て
「
謂
。
臣
下
将
図
逆
節
。
而
有
無
君
之
心
。
不
敢
指
斥
尊
号
。
故
託
云
国
家
」
と

説
明
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
れ
は
「
臣
下
ま
さ
に
逆
節
（
反
逆
）
を
図
ら
ん
と
し
、
君
を
無
み
す
る
（
蔑
ろ
に
す
る
）
の
心
あ
り
。
あ
え
て
尊
号

を
指
斥
（
指
し
示
す
）
せ
ず
、
故
に
託
し
て
国
家
と
い
う
」
と
よ
む
。
古
代
史
家
の
青
木
和
夫
氏
は
、
こ
の
国
家
に
つ
い
て
「
唐
律
で
は

社
稷
。
社
稷
も
国
家
も
直
接
に
皇
帝
・
天
皇
な
ど
の
尊
号
を
指
称
す
る
の
を
憚
っ
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る

（
９
）

。

　

し
か
し
、
右
の
説
明
の
中
に
「
国
家
」
と
は
何
か
、
何
を
意
味
す
る
の
か
記
述
が
な
い
。
養
老
令
は
、
儀
制
令
天
子
条
が
尊
号
の
規
定

を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
に
は
天
子
、
詔
書
に
は
天
皇
、
華
夷
（
外
交
）
に
は
皇
帝
、
上
表
に
は
陛
下
と
称
し
、
服
御
（
衣
服

を
は
じ
め
身
の
回
り
の
品
）
に
は
乗
輿
、
行
幸
に
は
車
駕
と
称
す
る
の
で
あ
る

）
10
（

。
陛
下
・
乗
輿
・
車
駕
の
語
は
、
天
皇
の
代
名
詞
と
み
て

よ
い
。
こ
の
儀
制
令
天
子
条
に
は
国
家
と
い
う
語
は
み
あ
た
ら
な
い
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

四
（
四
）

　

国
家
の
意
味
は
古
代
史
家
に
と
っ
て
注
記
す
る
ま
で
も
な
い
、
周
知
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
古
代
史
家
は
国
家
の

意
味
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
諸
橋
轍
次
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
唐
の
太
宗
（
七
世
紀
前
半
）
の
と
き

編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』
陶
侃
伝
か
ら
「
国
家
年
少
、
不
出
胸
懐
」
の
句
を
引
用
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
は
「
天
子
年
少
に
し
て
、
思
い
を
口
に

だ
さ
な
い
」
こ
と
で
、
こ
の
国
家
は
天
子
の
別
称
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
中
国
・
モ
ン
ゴ
ル
史
家
の
岡
田
英
弘
氏
も
、
国
家
の
語
は
「
紀
元
二
世
紀
の
後
漢
の
時
代
の
漢
文
文
献
に
現
れ
る
が
、
そ
の

時
代
の
宮
廷
の
用
語
で
は
『
国
家
』
は
皇
帝
個
人
を
指
す
、
口
語
的
な
言
い
方
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
の
字
は
「
城
壁

を
め
ぐ
ら
し
た
都
市
」
を
意
味
し
、
日
本
語
の
国
家
を
意
味
し
な
い
。
国
家
の
語
は
前
漢
時
代
の
皇
帝
の
別
称
た
る
「
県
官
」
を
後
漢
に

な
っ
て
い
い
か
え
た
も
の
で
、
県
官
も
国
家
も
「
都
市
の
主
人
」
を
意
味
す
る
、
と
指
摘
し
て
い
る

）
12
（

。

　

謀
反
条
の
国
家
は
、
実
は
古
代
中
国
の
皇
帝
の
別
称
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
た
上
で
、
手
元
の
国
語
辞
典
で
謀
反
（
ム
ヘ
ン
）
の

語
を
ひ
く
と
、
こ
の
辞
典
は
「
律
に
規
定
す
る
八
虐
の
第
一
番
目
の
重
罪
。
天
皇
を
殺
害
し
、
国
家
を
顛
覆
し
よ
う
と
す
る
罪
。
君
主
に

対
す
る
殺
人
予
備
罪
。
犯
人
は
斬
刑
に
処
さ
れ
る
」
と
詳
し
い
語
釈
を
ふ
し
て
い
る

）
13
（

。
謀
反
が
国
家
（
天
皇
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
と

い
う
以
上
、
そ
れ
は
普
通
の
人
（
臣
下
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
場
合
と
違
い
、
天
皇
そ
の
人
に
対
す
る
危
害
も
、
天
皇
の
位
に
対
す
る

危
害
も
含
ん
で
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
謀
反
の
概
念
は
近
代
刑
法
学
の
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
「
天
皇

を
殺
害
し
、
国
家
を
顛
覆
し
よ
う
と
す
る
罪
」
と
い
う
の
は
よ
い
（
王
朝
顛
覆
の
方
が
さ
ら
に
よ
い
）
が
、
次
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人

予
備
罪
」
と
い
っ
て
は
ぶ
ち
毀
し
で
あ
る

）
14
（

。
確
か
に
謀
反
は
反
を
謀
っ
た
段
階
（
陰
謀
か
予
備
）
で
成
立
す
る
が
、
君
主
そ
の
人
を
対
象

と
す
る
場
合
に
限
っ
て
も
、
殺
人
・
傷
害
の
未
遂
・
既
遂
も
身
体
の
拘
束
・
廃
位
の
強
制
も
謀
反
で
あ
る
。

　

一
方
、
八
虐
の
七
番
目
の
不
孝
条
は
、
唐
律
一
〇
悪
の
不
孝
条
に
、
同
じ
一
〇
悪
の
内
乱
条
の
「
姦
父
祖
妾
」
を
併
せ
て
一
条
（
八
虐



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

五
（
五
）

の
一
つ
）
と
し
た
も
の
で
あ
る

）
15
（

。
す
な
わ
ち
、
近
代
天
皇
制
国
家
の
国
家
権
力
の
防
壁
と
な
っ
た
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
名
称
は
、
ど
ち
ら

も
唐
律
一
〇
悪
の
謀
大
逆
条
・
内
乱
条
の
語
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
、
明
治
一
三
年
刑
法
（
旧
刑
法
）
の
草
案
編
纂
の
さ
い
、
フ
ラ
ン
ス

を
は
じ
め
欧
州
刑
法
を
参
照
し
な
が
ら
「
文
字
ノ
用
法
ハ
従
来
慣
行
ノ
律
文
ニ
依
ル
コ
ト
」
を
方
針
と
し
た
た
め
で
あ
る

）
16
（

。

　

こ
れ
も
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
一
三
年
刑
法
は
、
第
二
編
第
一
章
に
皇
室
に
対
す
る
罪
、
第
二
章
第
一
節
に
内
乱
に
関
す
る
罪

を
お
い
た
。
皇
室
に
対
す
る
罪
は
第
一
一
六
条
「
天
皇
三
后
皇
太
子
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
と

い
う
条
文
が
核
心
で
、
一
般
に
こ
の
犯
罪
を
大
逆
罪
と
よ
ん
だ
。
内
乱
に
関
す
る
罪
は
第
一
二
一
条
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃

シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
と
い
う
条
文
が
、
一
節
中
の
中
心
で

あ
る
。
四
半
世
紀
の
後
、
明
治
四
〇
年
刑
法
（
現
行
刑
法
）
は
、
第
二
編
の
第
一
章
第
七
三
条
、
第
二
章
第
七
七
条
で
そ
れ
ぞ
れ
旧
刑
法

の
第
一
一
六
条
・
第
一
二
一
条
の
構
成
要
件
を
継
承
し
た

）
17
（

。

　

ざ
っ
と
み
た
と
こ
ろ
か
ら
見
当
が
つ
く
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
は
、
古
代
日
本
の
律
（
元
は
唐
律
）
の
定
め
る
謀
反

の
罪
（
一
部
は
謀
叛
の
罪
）
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
研
究
に
手
を
つ
け
る
に
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
の
考
察
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
務
上
必
要
性
が
あ
っ
た
の
に
学
術
上
の
関
心

は
低
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
分
野
は
先
行
研
究
が
乏
し
い
。

　

先
行
研
究
中
比
較
的
容
易
に
参
照
で
き
る
も
の
の
一
つ
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
の
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』
の

末
尾
に
ふ
さ
れ
た
、
裁
判
官
垂
水
克
己
氏
の
「
日
本
叛
逆
罪
立
法
の
沿
革
」
で
あ
る

）
18
（

。
こ
れ
は
、
律
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
ま
で
の
大
逆

罪
・
内
乱
罪
に
関
す
る
法
令
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
一
つ
、
法
制
史
家
の
滝
川
政
次
郎
氏
が
昭
和
八
年
の
雑
誌
に
発
表
し
た
「
内
乱

罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」
が
あ
る

）
19
（

。
こ
れ
も
、
内
乱
罪
を
主
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
半
世
紀
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

六
（
六
）

時
を
へ
て
、
今
一
つ
優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
学
者
の
渡
辺
治
氏
が
昭
和
五
四
年
の
雑
誌
に
発
表
し
た
「
天
皇
制
国
家

秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
―
―
大
逆
罪
・
不
敬
罪
を
素
材
と
し
て
」
と
い
う
論
文
で
あ
る

）
20
（

。
こ
の
長
大
な
論
文
の
考
察
は
、
大
逆
罪
よ
り

不
敬
罪
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
考
察
の
前
提
と
し
て
、
天
皇
制
国
家
秩
序
の
形
成
過
程
に
お
け
る
君
主
と
国
家
の
分
離
を

論
じ
る
さ
い
、
唐
律
や
養
老
律
に
遡
っ
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
1
）

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
律
・
令
義
解
』
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
律
・
二
頁
。
謀
叛
の
「
背
圀
」
を
国
史
大
系
本
の
書
き
入
れ

は
国
「
を
」
背
き
、
と
よ
ん
で
い
る
。
な
お
、
第
一
版
は
一
九
三
九
年
発
行
。

（
2
）

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
三
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
）
八
二
頁
、
八
虐
の
項
。

（
3
）

注（
2
）第
三
巻
九
〇
〇
頁
。
こ
の
辞
典
は
謀
反
を
ム
ヘ
ン
、
ボ
ウ
ヘ
ン
の
二
箇
所
に
あ
げ
て
い
る
（
六
〇
四
頁
、
八
九
九
頁
）
が
、
ボ
ウ
ヘ
ン

と
よ
む
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
謀
大
逆
も
ム
タ
イ
ギ
ャ
ク
の
は
ず
で
、
果
し
て
ボ
ウ
タ
イ
ギ
ャ
ク
と
よ
む
典
拠
が
あ
る
の
か
。

（
4
）

注（
1
）律
・
凡
例
一
～
二
頁
。

（
5
）

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
三
巻
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
）
七
三
頁
。

（
6
）

注（
5
）第
三
巻
一
〇
二
二
頁
。
家
の
字
の
成
立
は
、
大
き
く
立
派
な
羊
が
「
美
」
の
字
と
な
っ
た
話
を
想
起
さ
せ
る
。

（
7
）

中
国
史
家
の
宮
崎
市
貞
氏
は
、
古
く
春
秋
時
代
に
は
邑
、
邦
、
国
と
い
う
、
多
数
の
都
市
国
家
（
周
囲
に
城
郭
を
廻
ら
し
て
人
民
が
そ
の
中
に

す
み
、
耕
地
は
城
郭
の
外
に
あ
る
）
が
あ
り
、
こ
の
都
市
国
家
が
互
い
に
覇
権
を
争
い
、
戦
国
時
代
に
入
る
（
紀
元
前
四
〇
三
年
）
と
、
ど
の
君
主

も
王
号
を
称
す
る
、
七
雄
国
が
領
土
国
家
に
成
長
し
て
い
っ
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。
宮
崎
市
貞
『
中
国
史
』
上
巻
（
岩
波
全
書
、
一
九
七
七
年
）

三
八
頁
以
下
。

（
8
）

注
（
1
）と
同
じ
。

（
9
）

日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
六
頁
。
名
例
律
の
注
解
者
は
青
木
和
夫
氏
。

（
10
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
二
〇
五
頁
。
ち
な
み
に
、
乗
輿
は
、
乗
輿
御
馬
・
乗
輿
御
食
・
乗
輿
御
書
な
ど
と
使
う
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

七
（
七
）

（
11
）

注（
5
）第
三
巻
七
四
頁
。
こ
の
『
晋
書
』
は
唐
の
太
宗
の
執
筆
し
た
箇
所
が
あ
り
、
太
宗
御
撰
と
も
称
さ
れ
る
。

（
12
）

岡
田
英
弘
『
歴
史
の
読
み
方
』（
弓
立
社
、
二
〇
〇
一
年
）
四
二
～
四
三
頁
。
一
般
書
の
た
め
か
、
何
ら
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。

（
13
）

注（
3
）と
同
じ
（
第
三
巻
八
九
九
頁
）。

（
14
）

注（
9
）の
『
律
令
』
一
六
頁
で
、
青
木
和
夫
氏
が
謀
反
条
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人
予
備
罪
」
と
注
解
を
ふ
し
た
。
本
稿
が
参
照
す
る
『
精
選

版
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
原
型
た
る
、
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
九
巻
（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）
謀
反
の
項
（
一
〇
三

頁
）
に
「
君
主
に
対
す
る
殺
人
予
備
罪
」
と
い
う
語
釈
は
な
い
。
日
本
思
想
大
系
の
『
律
令
』
発
行
後
、
国
語
学
者
が
青
木
氏
の
注
解
を
無
批
判
に

語
釈
に
追
加
し
た
に
違
い
な
い
。

（
15
）

注（
1
）律
・
三
～
四
頁
。
な
お
、
国
史
大
系
本
の
用
字
は
「
姧
」
父
祖
妾
。

（
16
）

明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
九
月
二
〇
日
、
司
法
省
刑
法
草
案
取
調
掛
の
起
案
の
大
意
。
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
法
草
案

会
議
筆
記
』
別
冊
・「
刑
法
編
集
日
誌
」（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
）
四
頁
。

（
17
）

明
治
四
〇
年
刑
法
の
第
七
三
条
を
含
む
第
二
編
第
一
章
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
一
二
四
）
に

よ
り
全
面
削
除
さ
れ
た
。
同
じ
く
第
七
七
条
は
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
九
一
）
に
よ
り
表
記
の
平
易
化

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
第
七
七
条
が
単
な
る
表
記
平
易
化
に
止
ま
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
こ
の
点
、
新
井
勉
「
昭
和
後
期
・
平
成
期
の
刑
法

改
正
（
案
）
と
内
乱
罪
」（
日
本
法
学
第
七
四
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
18
）

垂
水
克
己
訳
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』（
司
法
資
料
第
一
二
五
号
、
一
九
二
八
年
）
附
録
。
こ
の
と
き
垂
水
氏
は
東
京
地
方
裁
判
所

判
事
・
司
法
省
刑
事
局
事
務
嘱
託
。
後
に
大
阪
・
東
京
の
高
等
裁
判
所
長
官
を
歴
任
し
て
、
最
高
裁
判
所
判
事
。

（
19
）

滝
川
政
次
郎
「
内
乱
罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」（
歴
史
公
論
第
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
三
年
）。
滝
川
氏
は
後
の
律
令
学
の
権
威
。

（
20
）

渡
辺
治
「
天
皇
制
国
家
秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
―
―
大
逆
罪
・
不
敬
罪
を
素
材
と
し
て
」（
社
会
科
学
研
究
第
三
〇
巻
第
五
号
、
一
九
七
九

年
）。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

八
（
八
）

　
　
　
　
　

一　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
・
謀
叛

（
一
）
唐
律
一
〇
悪

　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
の
考
察
は
、
ま
ず
大
宝
・
養
老
の
二
律
の
母
法
た
る
「
唐
律
」
の
一
瞥
か
ら
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で

み
る
の
は
、
唐
律
の
一
〇
悪
で
あ
る
。
七
世
紀
中
頃
、
唐
で
編
纂
さ
れ
た
『
隋
書
』
刑
法
志
は
、
六
世
紀
初
め
の
南
朝
の
梁
律
を
先
駆
と

し
て
、
六
世
紀
中
期
の
北
朝
の
斉
律
が
重
罪
一
〇
条
を
掲
げ
た
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
六
世
紀
後
期
の
隋
律
（
開
皇
律
）
が
こ
の
北
斉
律

に
倣
っ
て
、
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
、
悪
逆
、
不
道
、
大
不
敬
、
不
孝
、
不
睦
、
不
義
、
内
乱
の
一
〇
悪
の
条
を
お
い
た
こ
と
を
記
し
て

い
る

）
21
（

。
一
〇
世
紀
中
頃
、
後
晋
で
編
纂
さ
れ
た
『
旧
唐
書
』
刑
法
志
は
、
七
世
紀
中
期
の
貞
観
律
が
隋
の
開
皇
律
を
踏
襲
し
て
、
一
〇
悪

を
お
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

）
22
（

。

　

唐
律
中
著
名
な
も
の
に
は
、
七
世
紀
前
期
の
武
徳
律
、
中
期
の
貞
観
律
・
永
徽
律
、
後
期
の
垂
拱
律
、
八
世
紀
前
期
の
神
竜
律
、
中
期

の
開
元
律
が
あ
り
、
官
撰
注
釈
書
と
し
て
著
名
な
も
の
に
は
、
六
五
三
年
の
永
徽
律
の
「
律
疏
」
や
七
三
七
年
の
開
元
律
の
「
律
疏
」
が

あ
る
。
古
く
か
ら
珍
重
さ
れ
て
き
た
「
唐
律
疏
議
」
は
開
元
律
疏
だ
と
い
う
説
が
通
説
な
が
ら
、
永
徽
律
疏
だ
と
い
う
説
も
あ
り
、
決
着

を
み
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
唐
律
は
こ
の
「
唐
律
疏
議
」
の
形
で
残
っ
て
い
る
。

　

唐
律
の
一
〇
悪
も
、
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥
大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
睦
、
⑨
不
義
、
⑩
内
乱
、
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
律
の
中
で
支
配
秩
序
を
脅
か
す
重
大
犯
罪
を
選
ん
で
、
律
の
冒
頭
に
大
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
〇
悪
は
「
一
に
曰
く

謀
反
」
と
い
う
本
条
と
「
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
」
の
注
の
形
式
で
一
〇
並
ん
で
い
る
。
①
②
③
は
そ
れ
ぞ
れ
罪
名
で
、
注

が
構
成
要
件
で
あ
る
。
④
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
罪
名
を
一
括
り
と
し
て
総
称
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

九
（
九
）

　

唐
律
疏
議
を
開
く
と
、
ま
ず
疏
議
目
録
が
あ
り
、
次
に
名
例
律
に
入
り
、
笞
杖
徒
流
死
の
五
刑
の
五
条
が
続
き
、
さ
ら
に
一
〇
悪
の
条

が
続
い
て
い
る
。
最
初
の
三
つ
の
罪
名
と
構
成
要
件
（
訓
読
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る

）
23
（

。

　

○
唐
律
・
一
〇
悪

　
　

一
曰
。
謀　

反
。
謂
謀
危
社
稷
（
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

二
曰
。
謀
大
逆
。
謂
謀
毀
宗
廟
山
陵
及
宮
闕
（
宗
廟
、
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　
　

三
曰
。
謀　

叛
。
謂
謀
背
國
従
偽
（
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と
謀
る
を
い
う
）。

　

ま
ず
謀
反
は
反
を
謀
る
。
反
（
そ
む
く
）
の
内
容
が
注
の
「
社
稷
を
危
う
く
す
る
」
で
、
謀
に
つ
い
て
は
名
例
律
の
中
に
定
義
規
定
が

あ
る
。
称
日
者
以
百
刻
条
の
「
謀
と
称
す
る
は
二
人
以
上
。
謀
状
彰
明
な
ら
ば
一
人
と
雖
も
二
人
の
法
に
同
じ
」
で
あ
る

）
24
（

。

　

古
代
中
国
で
建
国
の
と
き
君
主
が
壇
を
築
い
て
祀
っ
た
、
土
地
の
神
を
「
社
」
と
い
い
、
五
穀
の
神
を
「
稷
」
と
い
う
。
中
国
の
歴
代

王
朝
は
、
王
宮
を
背
に
し
て
右
に
社
稷
二
神
、
左
に
君
主
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
御
霊
屋
で
あ
る
「
宗
廟
」
を
お
き
、
王
朝
の
最
も
重
要
な

守
り
神
と
し
た

）
25
（

。
君
主
と
社
稷
は
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
社
稷
と
は
君
主
の
こ
と
を
い
う
。
謀
反
は
不
祥
の
条
だ
か
ら
、
尊
号

を
さ
す
の
を
憚
っ
た
の
で
あ
る
。
君
主
と
し
て
の
「
王
」
と
い
う
称
号
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
紀
元
前
三
世
紀
秦
王
嬴
政
が
中
原
に
覇

を
唱
え
る
と
、
王
よ
り
上
位
の
称
号
と
し
て
「
皇
帝
」
を
創
始
し
て
、
自
ら
始
皇
帝
と
称
し
た
。
唐
律
一
〇
悪
に
お
け
る
社
稷
は
、
無
論

皇
帝
（
天
子
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
法
制
史
家
の
滋
賀
秀
三
氏
は
、
謀
反
条
の
疏
「
あ
え
て
尊
号
を
指
斥
せ
ず
、
故
に
託
し
て
社
稷
と
い
う
」
と
、
一
〇
悪
六
番

目
の
大
不
敬
条
の
疏
「
あ
え
て
尊
号
を
指
斥
せ
ず
、
故
に
乗
輿
に
託
し
て
以
て
こ
れ
を
い
う
」
が
同
じ
構
文
だ
か
ら
、
社
稷
が
「
乗
輿
と

同
様
、
婉
曲
に
皇
帝
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
社
稷
は
「
乗
輿
と
異
な
っ
て
、
皇
帝
の
人
身
と
そ
の



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
〇
（
一
〇
）

主
権
と
が
不
可
分
的
に
含
意
さ
れ
る
。
現
在
の
皇
帝
の
廃
位
・
殺
害
を
直
接
目
指
し
な
い
し
は
窮
極
的
に
そ
れ
に
連
な
る
性
質
の
暴
力
の

行
使
―
―
現
王
朝
そ
の
も
の
の
顛
覆
を
意
図
す
る
場
合
も
あ
り
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
―
―
そ
れ
が
『
反
』
で
あ
り
、
そ
の
予
備
・

陰
謀
が
『
謀
反
』
で
あ
る
」
と
敷
衍
し
て
い
る

）
26
（

。
す
な
わ
ち
、
社
稷
に
対
す
る
攻
撃
は
殺
害
・
廃
位
と
い
う
皇
帝
そ
の
人
に
対
す
る
も
の

と
、
反
乱
・
兵
乱
と
い
う
皇
帝
の
位
に
対
す
る
も
の
と
、
二
者
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
現
王
朝
の
権
力
に
対
す
る
攻
撃
で

あ
り
、
究
極
の
形
態
は
現
王
朝
の
顛
覆
を
目
的
と
し
、
王
朝
の
交
代
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

　

謀
反
は
反
を
謀
っ
た
（
陰
謀
か
予
備
の
）
段
階
で
成
立
す
る
。
疏
議
を
参
照
す
る
と
「
案
ず
る
に
公
羊
伝
に
云
う
。
君
親
に
将
（
ま
さ

に
せ
ん
と
す
）
な
し
。
将
す
れ
ば
必
ず
誅
す
と
。
謂
う
こ
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
逆
心
あ
っ
て
君
父
を
害
せ
ん
と
す
る
者
、
則
ち
必
ず
こ
れ
を

誅
す
る
な
り
」
と
記
し
て
い
る

）
27
（

。
こ
れ
は
、
疏
議
が
紀
元
前
戦
国
時
代
の
「
公
羊
伝
」
の
記
述
を
ひ
い
て
、
反
は
そ
れ
を
謀
っ
た
だ
け
で

誅
す
る
（
殺
す
）
の
だ
、
と
注
釈
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
〇
悪
の
う
ち
、
①
②
③
は
本
条
が
罪
名
、
注
が
構
成
要
件
を
定
め
、
賊
盗
律
の
中
に
刑
罰
を
定
め
る
条
文
を
お
い
て
い
る
。
④
以
下

は
複
数
の
罪
名
を
括
っ
て
総
称
を
ふ
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
各
律
の
中
に
構
成
要
件
と
刑
罰
を
定
め
る
条
文
を
お
い
て
い
る
。
①
②
に

つ
い
て
は
、
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
が
二
つ
の
罪
を
一
つ
に
括
っ
て
刑
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
刑
罰
規
定
の
中
で
重
要
箇
所
は
次
の
よ
う
で

あ
る

）
28
（

。

　

○
唐
律
・
謀
反
大
逆

す
べ
て
謀
反
（
謀
る
だ
け
で
）
お
よ
び
大
逆
（
実
行
に
移
す
と
）
は
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
。
父
子
（
む
す
こ
）
年
十
六
以
上
は

皆
絞
。
十
五
以
下
お
よ
び
母
女
（
む
す
め
）
妻
妾
（
子
の
妻
妾
ま
た
同
じ
）
祖
（
祖
父
）
孫
兄
弟
姉
妹
、
も
し
く
は
部
曲
（
私
家
の

隷
属
民
）
資
財
田
宅
は
並
び
に
没
官
（
没
収
）
せ
よ
。
伯
叔
父
兄
弟
の
子
は
皆
流
三
千
里
。
そ
れ
謀
大
逆
は
（
首
は
）
絞
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
一
（
一
一
）

　

二
番
目
の
謀
大
逆
は
大
逆
を
謀
る
。
大
逆
の
内
容
が
注
の
「
宗
廟
、
山
陵
お
よ
び
宮
闕
を
毀
す
」
で
、
疏
議
は
三
者
に
注
釈
を
ふ
し
て

い
る

）
29
（

。
簡
単
に
い
う
と
、
宗
廟
は
皇
室
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
御
霊
屋
、
山
陵
は
歴
代
皇
帝
の
墳
墓
、
宮
闕
は
皇
居
で
あ
る
。
謀
反
の
比
喩

の
語
（
社
稷
）
に
対
し
て
、
謀
大
逆
は
皇
帝
の
権
威
を
示
す
重
要
な
建
造
物
・
築
造
物
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
謀
反
の
重
大
性
に

比
べ
る
と
、
こ
れ
ら
を
毀
す
こ
と
自
体
は
軽
小
な
犯
罪
で
あ
る
。
刑
罰
は
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
が
定
め
て
い
る
。

　

三
番
目
の
謀
叛
は
叛
を
謀
る
。
叛
（
そ
む
く
）
の
内
容
が
注
の
「
国
に
背
き
偽
に
従
う
」
で
あ
る
。
叛
は
半
（
分
れ
る
）
と
反
の
合
字

で
、
本
来
の
意
味
は
離
反
す
る

）
30
（

。
謀
反
・
謀
叛
を
区
別
す
る
反
・
叛
の
違
い
に
つ
い
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
「
反
・
叛
両
字
の
差
は
、
反
は

面
を
む
け
な
お
し
て
攻
め
て
来
る
貌
、
叛
は
背
を
む
け
て
去
っ
て
行
く
貌
、
た
る
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
は
皇
帝
権
力
の
中
枢

部
に
起
り
や
す
く
、
叛
は
外
縁
部
に
起
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
」
と
明
快
で
あ
る

）
31
（

。
疏
議
は
「
人
あ
っ
て
本
朝
に
背
か
ん
と
謀
り
、
ま
さ
に

蕃
国
に
投
ぜ
ん
と
す
。
あ
る
い
は
城
を
翻
し
て
偽
に
従
わ
ん
と
欲
し
、
あ
る
い
は
地
を
以
て
外
に
奔
ら
ん
と
欲
す
」
と
例
示
し
て

）
32
（

、
武
官

が
守
備
す
る
城
を
あ
げ
て
、
文
官
が
支
配
す
る
土
地
を
あ
げ
て
、
偽
（
正
統
な
ら
ざ
る
王
朝
）
に
服
従
せ
ん
と
す
る
場
合
や
、
外
（
周
辺

の
蕃
国
）
に
出
奔
せ
ん
と
す
る
場
合
を
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
滋
賀
氏
は
、
賊
盗
律
謀
叛
条
の
疏
に
よ
り
「
一
地
を
占
拠
し
て
官
軍

に
対
し
て
徹
底
抗
戦
す
れ
ば
、
も
は
や
叛
で
な
く
反
と
な
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る

）
33
（

。

　

謀
叛
罪
の
刑
は
、
賊
盗
律
謀
叛
条
が
定
め
て
い
る
。
こ
の
刑
罰
規
定
の
中
で
重
要
箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る

）
34
（

。

　

○
唐
律
・
謀
叛

　
　

す
べ
て
謀
叛
（
謀
る
だ
け
で
）
は
（
首
は
）
絞
。
す
で
に
上
道
し
た
ら
（
実
行
に
移
し
た
ら
）
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
。
妻
子
は

　
　

流
二
千
里
。
も
し
部
衆
（
部
下
）
百
人
以
上
を
率
い
た
ら
、
父
母
妻
子
は
流
三
千
里
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
二
（
一
二
）

（
二
）
養
老
律
八
虐

　

さ
て
、
唐
律
の
一
〇
悪
、
そ
の
三
カ
条
を
一
瞥
し
た
の
に
続
き
、
次
に
「
大
宝
律
・
養
老
律
」
の
八
虐
を
み
よ
う
。
古
代
史
の
通
説
に

よ
る
と
、
大
宝
律
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
年
）
令
と
一
緒
に
成
立
し
、
翌
年
施
行
さ
れ
た
。
養
老
律
は
養
老
二
年
（
七
一
八
年
）
こ
れ
も

令
と
一
緒
に
成
立
し
た
が
、
施
行
さ
れ
た
の
は
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
七
世
紀
後
期
か
ら
強
力
に

推
進
さ
れ
た
強
大
な
王
権
確
立
の
過
程
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
宝
律
も
養
老
律
も
冒
頭
に
八
虐
の
条
を
お
い
た
。
お
そ
ら
く
二
律
の
八
虐
は
同
じ
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
る

）
35
（

。
虐
は
悪
の
言
い
換
え
で

あ
る
。
八
虐
は
、
一
〇
悪
か
ら
⑧
不
睦
、
⑩
内
乱
の
二
つ
を
除
い
た
も
の
で
、
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥

大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
義
、
の
八
つ
で
あ
る
。
最
初
に
み
た
よ
う
に
、
八
虐
も
「
一
に
曰
く
謀
反
」
と
い
う
本
条
と
「
国
家
を
危
う
く

せ
ん
と
謀
る
を
い
う
」
の
注
の
形
式
で
並
ん
で
い
る
こ
と
は
、
一
〇
悪
と
同
じ
。

　

唐
律
と
養
老
律
の
①
②
を
並
べ
る
と
、
容
易
に
わ
か
る
が
、
一
〇
悪
を
八
虐
と
し
て
継
受
す
る
さ
い
、
編
纂
者
は
謀
反
条
の
注
「
謂
謀

危
社
稷
」
の
社
稷
を
削
り
、
謀
大
逆
条
の
注
「
謂
謀
毀
宗
廟
山
陵
及
宮
闕
」
の
宗
廟
を
削
っ
た
。
社
稷
も
、
宗
廟
も
、
古
代
日
本
に
実
物

が
な
い
以
上
、
右
か
ら
左
へ
模
倣
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
宗
廟
は
削
除
し
て
す
む
が
、
社
稷
は
削
除
し
た
だ
け
で
は

す
ま
な
い
か
ら
、
古
代
中
国
の
皇
帝
の
別
称
た
る
「
国
家
」
を
そ
こ
に
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

養
老
律
令
の
編
纂
者
の
場
合
と
違
い
、
大
宝
律
令
の
編
纂
者
は
『
続
日
本
紀
』
を
み
る
だ
け
で
、
養
老
律
令
編
纂
者
に
数
倍
す
る
人
の

氏
名
が
わ
か
る

）
36
（

。
そ
の
中
に
は
、
伊
岐
博
得
ら
渡
唐
経
験
者
が
い
る
し
、
唐
か
ら
渡
来
し
た
薩
弘
恪
を
は
じ
め
、
渡
来
系
氏
族
の
出
身
者

が
何
人
も
い
る
。
大
宝
律
（
養
老
律
も
）
の
編
纂
者
は
、
国
家
が
皇
帝
の
別
称
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
く
し
っ
て
い
た
。
よ
く
し
っ
て
い
た

か
ら
、
社
稷
の
代
わ
り
に
国
家
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ご
く
安
易
に
代
置
し
た
の
で
あ
る

）
37
（

。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
三
（
一
三
）

　

次
に
唐
律
と
養
老
律
の
③
を
並
べ
る
と
、
注
の
「
謂
謀
背
國
（
圀
）
従
偽
」
は
同
じ
で
あ
る
。
広
大
な
中
国
大
陸
に
あ
っ
て
は
、
中
原

の
古
代
帝
国
の
内
部
に
す
ら
遠
隔
の
地
に
偽
王
朝
が
出
現
す
る
虞
れ
が
あ
っ
た
し
、
途
方
も
な
く
長
い
国
境
の
外
部
に
数
し
れ
ぬ
蕃
族
が

犇
め
い
て
い
た
。
古
く
か
ら
中
原
諸
国
は
そ
れ
ら
蕃
族
を
、
蛮
、
夷
、
戎
、
狄
と
称
し
た
。
狭
小
と
い
え
古
代
日
本
に
も
、
大
和
盆
地
に

本
拠
を
お
く
中
央
権
力
の
支
配
に
服
さ
な
い
、
南
九
州
や
関
東
地
方
以
北
の
地
域
が
存
在
し
た
。

　

次
に
①
②
③
の
刑
罰
が
唐
律
と
養
老
律
で
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
。
養
老
律
も
①
②
は
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
、
③
は
賊
盗
律
謀
叛
条
が

刑
罰
規
定
を
お
い
て
い
る

）
38
（

。
謀
反
大
逆
条
で
は
、
養
老
律
の
方
が
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
が
狭
い
し
刑
も
軽
い
。
な
お
、
養
老
律
は
条
末

に
「
謀
毀
大
社
者
徒
一
年
。
毀
者
遠
流
」
と
し
て
、
唐
律
に
な
い
規
定
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
大
社
は
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
を
さ
し
て

い
る
。
謀
叛
条
で
も
、
養
老
律
の
方
が
同
じ
く
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
が
狭
い
。

　

○
養
老
律
・
謀
反
大
逆

お
よ
そ
謀
反
お
よ
び
大
逆
は
皆
斬
。
父
子
も
し
く
は
家
人
資
財
田
宅
は
並
び
に
没
官
。
祖
孫
兄
弟
は
皆
遠
流
に
配
せ
。
そ
れ
謀
大
逆

は
絞
。
大
社
を
毀
さ
ん
と
謀
れ
ば
（
首
は
）
徒
一
年
。
毀
せ
ば
（
首
は
）
遠
流
。

　

○
養
老
律
・
謀
叛

お
よ
そ
謀
叛
は
絞
。
す
で
に
上
道
し
た
ら
皆
斬
。
子
は
中
流
。
も
し
部
衆
十
人
以
上
を
率
い
た
ら
、
父
子
は
遠
流
に
配
せ
。

こ
こ
で
編
纂
者
が
削
っ
た
、
唐
律
一
〇
悪
の
一
つ
、
内
乱
条
も
み
て
お
こ
う

）
39
（

。
近
代
日
本
が
「
内
乱
」
を
古
代
の
謀
反
の
概
念
を
示
す

語
と
し
て
使
用
し
は
じ
め
た
た
め
で
あ
る
。

　

○
唐
律
・
一
〇
悪

十
曰
。
内　

乱
。
謂
姦
小
功
以
上
親
。
父
祖
妾
。
及
与
和
者
（
小
功
以
上
の
親
、
父
祖
の
妾
を
姦
し
、
お
よ
び
と
も
に
和
す
る
者
を



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
四
（
一
四
）

　
　

い
う
）。

　

小
功
と
い
う
の
は
、
親
族
の
親
疎
の
順
に
斬
衰
、
斉
衰
、
大
功
、
小
功
、
緦
麻
と
い
う
、
中
国
の
五
服
（
服
は
喪
に
つ
く
）
の
一
つ
で

あ
る
。
各
等
級
で
喪
服
（
の
生
地
や
裁
縫
の
型
）
と
服
喪
期
間
が
異
な
り
、
喪
服
の
名
称
が
等
級
の
名
称
と
な
っ
た

）
40
（

。
唐
律
は
、
親
族
中

か
な
り
広
い
範
囲
の
女
性
や
父
・
祖
父
の
妾
と
通
じ
る
こ
と
を
大
書
し
て
、
倫
理
紊
乱
と
し
て
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
中
国
と
違
い
同
姓

不
婚
の
慣
習
の
な
い
古
代
日
本
は
、
内
乱
条
の
「
姦
父
祖
妾
」
を
他
の
虐
に
回
し
、
残
り
を
削
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
21
）

内
田
智
雄
編
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
』
補
訂
版
（
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
七
頁
、
六
一
頁
、
八
八
頁
。
北
斉
律
と
同
じ
六
世
紀
中
期

の
北
周
律
の
重
罪
に
つ
い
て
は
七
〇
頁
、
七
三
頁
参
照
。

（
22
）

注（
21
）一
四
四
頁
。

（
23
）

律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
二
巻
・
律
本
文
篇
上
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
）
四
三
～
四
四
頁
。

（
24
）　

前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
五
巻
・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
一
九
七
九
年
）
三
二
八
頁
。
こ
の
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
名
例
）
の
著
者
は
滋
賀

秀
三
氏
。

（
25
）

前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
八
巻
（
一
九
八
五
年
）
四
一
八
頁
。

（
26
）

注（
24
）三
三
～
三
四
頁
。

（
27
）

注（
24
）三
三
頁
。
滋
賀
秀
三
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
（
国
家
学
会
雑
誌
第
七
二
巻
第
一
〇
号
、
一
九
五
八
年
）
六
三
頁
。

（
28
）

前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
七
巻
・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
（
一
九
八
七
年
）
五
九
～
六
一
頁
。
こ
の
唐
律
疏
議
訳
註
篇
三
中
（
賊
盗
）
の
執
筆

者
は
中
村
茂
夫
氏
。
謀
反
大
逆
条
の
中
村
氏
の
解
説
は
、
六
六
～
六
七
頁
。

（
29
）

注（
24
）三
四
～
三
五
頁
。
滋
賀
・
前
掲
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
六
四
頁
。

（
30
）

前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
二
巻
（
一
九
八
四
年
）
七
一
〇
頁
。

（
31
）

滋
賀
・
前
掲
「
訳
註
唐
律
疏
議
」
①
六
五
頁
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
五
（
一
五
）

（
32
）

注（
24
）三
六
頁
。

（
33
）

注（
32
）と
同
じ
。
賊
盗
律
謀
叛
条
の
疏
は
「
そ
れ
城
隍
を
攻
撃
し
、
よ
っ
て
即
ち
（
奪
っ
た
城
隍
で
官
軍
に
）
拒
守
し
た
ら
、
自
ず
か
ら
反
法

に
よ
る
」
で
あ
る
。
注（
28
）七
六
頁
。

（
34
）

注（
28
）七
四
～
七
六
頁
。
謀
叛
条
の
中
村
氏
の
解
説
は
、
七
八
～
七
九
頁
。

（
35
）

さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
律
令
』
の
青
木
和
夫
氏
の
補
注
「
八
虐
の
沿
革
と
構
成
」（
四
八
七
頁
）
参
照
。

（
36
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
二
八
～
二
九
頁
。
井
上
光
貞
氏
・
早
川
庄
八
氏
の
補
注
「
大
宝

律
令
撰
定
者
」（
二
八
九
～
二
九
一
頁
）。

（
37
）

渡
辺
治
氏
は
、
古
代
日
本
の
編
纂
者
が
「
社
稷
」
の
語
を
削
る
こ
と
に
よ
り
「
そ
れ
に
伴
っ
て
『
唐
律
疏
議
』
中
に
あ
っ
た
国
家
存
立
の
正
統

性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
（
前
掲
「
天
皇
制
国
家
秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
」
一
〇
三

頁
）
が
、
渡
辺
氏
も
論
文
も
「
国
家
」
が
皇
帝
の
別
称
で
あ
る
こ
と
を
し
ら
な
い
。

（
38
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
五
五
～
五
六
頁
、
五
六
～
五
七
頁
。

（
39
）

注（
23
）五
二
頁
。
内
乱
罪
の
刑
は
、
雑
律
の
姦
緦
麻
親
及
妻
条
、
姦
従
祖
母
姑
条
、
姦
父
祖
妾
条
に
よ
り
、
軽
き
は
徒
三
年
か
ら
重
き
は
絞
に

至
る
。
前
掲
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
三
巻
・
律
本
文
篇
下
巻
（
一
九
七
五
年
）
七
五
〇
～
七
五
二
頁
。

（
40
）

詳
し
く
は
、
注（
24
）唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
る
、滋
賀
秀
三
氏
の
「
親
族
称
謂
お
よ
び
服
制
に
つ
い
て
」
参
照
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

二　

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛

（
一
）
律
令
制
度
以
前

　

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
養
老
律
令
の
成
立
と
同
じ
頃
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
年
）
に
『
日
本
書
紀
』
が
成
立
を
み
た
。
編
纂
の
過
程

は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
古
代
史
の
通
説
に
よ
る
と
、
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
朝
廷
が
帝
紀
・
上
古
諸
事
の
検
討
や
記
録



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
（
一
六
）

を
始
め
た
の
が
、
編
纂
の
濫
觴
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
持
統
・
文
武
・
元
明
・
元
正
の
四
代
、
四
〇
年
の
歳
月
を
要
し
た
。
こ
の
編
纂
者

の
中
に
も
、
渡
唐
経
験
者
や
渡
来
系
氏
族
の
出
身
者
が
い
た
と
い
う

）
41
（

。

　

一
〇
悪
・
八
虐
の
謀
反
を
論
じ
て
き
た
序
で
に
、
ま
ず
こ
れ
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
う
ち
目
に
つ
い
た
、
垂
仁
紀

の
「
皇
后
母
兄
狭
穂
彦
王
謀
反
、
欲
危
社
稷
」
と
い
う
記
事
、
履
中
紀
の
「
汝
与
仲
皇
子
共
謀
逆
、
将
傾
国
家
」
と
い
う
記
事

）
42
（

、
二
つ
を

み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
前
者
は
、
垂
仁
四
年
（
世
紀
不
明
）
皇
后
狭
穂
姫
の
同
母
兄
狭
穂
彦
王
が
逆
心
を
起
し
、
天
皇
を
刺
殺
せ
よ

と
狭
穂
姫
に
匕
首
を
渡
す
話
の
書
き
出
し
の
場
面
で
あ
る
。
後
者
は
、
履
中
元
年
（
五
世
紀
頃
か
）
前
年
の
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
に
荷
担

し
た
阿
曇
浜
子
を
、
天
皇
が
「
罪
は
死
に
あ
た
る
」
と
断
罪
し
な
が
ら
鯨
刑
に
処
す
る
（
顔
に
入
れ
墨
を
す
る
）
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
唐
律
の
「
社
稷
」
と
大
宝
律
（
養
老
律
）
の
「
国
家
」
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
混
在
を
以
て
、
垂
仁
紀
・
履
中
紀
の
成
立
時
期
が

大
宝
律
公
布
の
前
後
に
分
れ
る
と
推
測
し
た
り
、
履
中
紀
編
纂
者
に
渡
唐
経
験
者
や
渡
来
系
氏
族
出
身
者
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
何
ら
意
味
が
な
い
。
全
三
〇
巻
に
及
ぶ
『
日
本
書
紀
』
の
各
部
分
が
作
成
さ
れ
漢
籍
に
よ
り
全
体
の
文
章
が

整
え
ら
れ
た
の
は
大
宝
律
公
布
後
の
こ
と
だ
ろ
う
し
、
社
稷
と
国
家
の
違
い
く
ら
い
で
各
紀
編
纂
者
の
渡
唐
経
験
や
出
自
が
わ
か
る
も
の

で
は
な
い
。
混
在
は
律
令
制
度
の
発
足
と
歴
史
書
の
編
纂
が
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

神
話
の
中
の
天
皇
の
う
ち
、
第
一
〇
代
崇
神
天
皇
は
御
肇
国
（
は
つ
く
に
し
ら
す
）
天
皇
の
呼
称
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
崇
神
天
皇

を
初
代
の
大
王
だ
と
編
纂
者
が
捉
え
た
歴
史
意
識
の
投
影
な
が
ら
、
事
実
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
第
一
二
代
景
行
天
皇
は
日
本
武
尊

に
命
じ
て
熊
襲
や
蝦
夷
を
征
討
さ
せ
た
こ
と
で
し
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
景
行
天
皇
の
代
に
朝
廷
の
支
配
が
全
国
に
及
ん
だ
と
み
る
編
纂

者
の
歴
史
意
識
の
所
業
だ
ろ
う
。
こ
の
景
行
紀
の
中
に
次
の
記
事
が
あ
る

）
43
（

。

　

○
『
日
本
書
紀
』
景
行
紀



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
七
（
一
七
）

　
　

十
二
年
秋
七
月
、
熊
襲
反
之
不
朝
貢
（
熊
襲
反
い
て
朝
貢
せ
ず
）。

　
　

廿
七
年
秋
八
月
、
熊
襲
亦
反
之
、
侵
辺
境
不
止
（
熊
襲
ま
た
反
い
て
、
辺
境
を
侵
し
て
や
ま
ず
）。

　
　

卌　

年
夏
六
月
、
東
夷
多
叛
、
辺
境
騒
動
（
東
の
夷
多
く
叛
い
て
、
辺
境
騒
ぎ
動
く
）。

　

大
宝
律
（
や
養
老
律
）
に
従
え
ば
、
熊
襲
や
蝦
夷
（
東
夷
）
の
離
反
に
は
「
叛
」
の
字
を
あ
て
る
と
こ
ろ
を
、
編
纂
者
は
「
反
」
の
字

も
用
い
て
い
る
。
熊
襲
と
蝦
夷
の
支
配
・
服
属
の
形
態
に
質
的
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
景
行
四
三
年
日
本
武
尊

の
病
没
を
き
い
た
天
皇
が
「
我
が
子
小
碓
王
（
武
尊
の
本
名
）
昔
熊
襲
の
叛
き
し
日
に
、
い
ま
だ
総
角
（
一
七
、
八
歳
少
年
の
髪
形
）
に

及
ば
な
い
の
に
、
久
し
く
征
伐
に
煩
い
」
な
ど
と
嘆
く
記
事
が
あ
り
、
原
文
に
は
「
昔
熊
襲
叛
之
日
」
と
あ
る

）
44
（

。
熊
襲
に
対
す
る
二
字
の

混
在
は
、
編
纂
者
が
反
と
叛
の
二
字
を
正
確
に
区
別
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
八
〇
〇
年
の
歳
月
に
及
ぶ
伝
写
の

過
程
で
二
字
が
紛
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

）
45
（

。

　

一
方
、
雄
略
七
年
（
五
世
紀
後
半
）
任
那
の
吉
備
田
狭
が
新
羅
と
結
ん
だ
と
き
、
天
皇
か
ら
新
羅
攻
撃
を
命
じ
ら
れ
た
弟
君
（
田
狭
の

子
）
が
大
島
で
荏
苒
日
を
送
る
の
を
み
て
、
婦
の
樟
媛
が
こ
の
謀
叛
を
憎
ん
で
夫
の
弟
君
を
殺
し
た
。
原
文
は
樟
媛
が
「
悪
斯
謀
叛
」
と

あ
り
、
そ
こ
に
青
木
和
夫
氏
が
「
律
で
は
天
皇
に
対
す
る
を
謀
反
、
国
家
に
対
す
る
を
謀
叛
と
区
別
。
こ
こ
は
後
者
」
と
注
解
を
ふ
し
て

い
る

）
46
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
謀
叛
は
現
王
朝
か
ら
の
離
反
を
示
す
も
の
と
し
て
、
正
確
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

雄
略
紀
の
吉
備
弟
君
の
謀
叛
や
、
樟
媛
の
弟
君
殺
害
の
話
は
、
事
実
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
の

創
作
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
斉
明
紀
の
伝
え
る
有
馬
皇
子
の
場
合
は
、
周
到
な
罠
に
は
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
謀
反
の
事
実

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
斉
明
四
年
（
六
五
八
年
）
有
馬
皇
子
は
、
蘇
我
赤
兄
の
策
略
に
の
せ
ら
れ
、
挙
兵
の
意
思
を
口
に
し
た
。
皇
子
は

捕
縛
さ
れ
、
天
皇
一
行
の
滞
在
す
る
紀
州
牟
婁
温
湯
に
護
送
さ
れ
た
。
中
大
兄
皇
子
が
自
ら
「
何
故
謀
反
」
か
と
訊
問
し
、
皇
子
は
謀
反



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
八
（
一
八
）

の
事
実
を
否
定
し
た
。
朝
廷
は
皇
子
を
絞
刑
に
処
し
、
二
人
を
斬
刑
、
二
人
を
流
刑
に
処
し
た

）
47
（

。
こ
の
事
件
は
、
一
般
に
、
中
大
兄
皇
子

が
有
馬
皇
子
を
排
除
し
た
も
の
だ
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

類
似
の
事
件
と
し
て
、
大
津
皇
子
の
謀
反
が
あ
る
。
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
年
）
強
大
な
王
権
を
築
き
上
げ
た
天
武
天
皇
が
崩
じ
、
飛
鳥

浄
御
原
宮
の
南
庭
で
（
本
葬
前
の
）
殯
り
の
儀
式
の
さ
い
「
大
津
皇
子
、
謀
反
於
皇
太
子
」
が
発
覚
し
た
。
律
の
社
稷
や
国
家
の
概
念
は

皇
太
子
を
含
ま
な
い
。
し
か
し
、
皇
后
の
称
制
（
君
主
権
の
執
行
）
の
下
で
、
朝
廷
は
皇
子
を
捕
縛
し
自
死
さ
せ
た

）
48
（

。
自
死
は
拒
ん
で
も

力
で
自
死
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
実
際
は
死
刑
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
皇
太
子
は
天
皇
と
皇
后
（
後
の
持
統
天
皇
）
の
第
一
皇
子
た
る
草
壁

皇
子
で
、
天
武
紀
は
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
皇
子
の
立
太
子
の
記
事
を
の
せ
て
い
る

）
49
（

。
も
っ
と
も
、
皇
太
子
制
の
成
立
は
そ
れ
よ
り
少
し

後
の
こ
と
だ
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
皇
太
子
の
称
号
も
お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
修
飾
だ
ろ
う
。

　

有
馬
皇
子
の
事
件
も
、
大
津
皇
子
の
事
件
も
、
時
の
権
力
者
が
邪
魔
に
な
る
皇
子
を
皇
位
継
承
候
補
者
か
ら
排
除
し
た
と
い
う
、
構
図

は
同
じ
で
あ
る
。
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
を
有
利
に
回
避
す
る
た
め
、
持
統
天
皇
は
皇
太
子
の
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
天
皇
在
位

中
に
次
の
皇
位
継
承
者
を
決
定
し
て
お
く
も
の
で
、
持
統
一
一
年
（
六
九
七
年
）
故
草
壁
皇
子
と
阿
閉
皇
女
（
後
の
元
明
天
皇
）
の
皇
子

た
る
珂
瑠
皇
子
（
後
の
文
武
天
皇
）
を
最
初
の
皇
太
子
の
地
位
に
つ
け
た
の
で
あ
る

）
50
（

。

　

こ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
の
中
か
ら
、
内
乱
の
記
事
を
み
て
お
こ
う
。
一
〇
悪
の
内
乱
が
本
来
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
、
有
名

な
木
梨
軽
皇
子
・
軽
大
娘
皇
女
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
允
恭
二
四
年
（
五
世
紀
頃
か
）
夏
、
天
皇
の
膳
の
羹
汁
が
凍
っ
て
氷
と
な
る

異
変
が
あ
っ
た
。
卜
者
は
「
内
乱
あ
り
。
蓋
し
親
々
相
姧
す
る
か
」
と
占
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
人
の
関
係
が
発
覚
し
た
。
こ
の
親
々
は

ハ
ラ
カ
ラ
ド
チ
と
よ
み
、
こ
こ
で
は
同
母
の
兄
妹
を
い
う
。
皇
子
は
儲
君
（
皇
太
子
）
な
の
で
罰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
皇
女
を
伊
予
へ

配
流
し
た
の
で
あ
る

）
51
（

。
ち
な
み
に
、
皇
子
は
容
姿
が
優
れ
、
同
母
妹
の
皇
女
も
優
れ
た
美
貌
を
も
ち
、
皇
子
が
思
い
焦
が
れ
て
通
じ
た
と



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

一
九
（
一
九
）

い
う
。

　

現
在
の
意
味
の
内
乱
の
例
が
な
い
か
と
探
す
と
、
崇
峻
紀
に
一
つ
あ
る
。
崇
峻
五
年
（
五
九
二
年
）
一
一
月
、
蘇
我
馬
子
が
東
漢
駒
を

使
嗾
し
て
天
皇
を
殺
害
さ
せ
た
。
遺
体
は
そ
の
日
の
う
ち
に
埋
葬
さ
せ
た
。
馬
子
は
筑
紫
へ
駅
使
（
早
馬
）
を
送
り
、
任
那
奪
回
の
た
め

派
遣
し
て
あ
る
軍
勢
の
将
軍
ら
に
「
内
乱
に
よ
り
、
外
事
を
怠
る
な
か
れ
」
と
伝
え
、
軍
勢
の
動
揺
を
来
さ
な
い
よ
う
手
立
て
を
講
じ
た

の
で
あ
る

）
52
（

。

（
二
）
律
令
制
度
盛
期

　

六
国
史
の
二
番
目
の
『
続
日
本
紀
』
は
、
大
雑
把
に
い
っ
て
前
半
と
後
半
の
編
纂
の
過
程
を
異
に
す
る
。
併
せ
て
四
〇
巻
の
『
続
日
本

紀
』
が
成
立
を
み
た
の
は
、
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
代
数
で
淳
仁
・
光
仁
・
桓
武
の
三
代
、
こ
れ
も
四
〇

年
の
歳
月
を
要
し
た
。
時
代
は
恰
も
大
宝
律
令
・
養
老
律
令
の
盛
期
と
い
っ
て
よ
く
、
全
四
〇
巻
に
及
ぶ
大
量
の
記
事
は
謀
反
が
（
も
し

あ
れ
ば
謀
叛
も
）
出
来
し
た
と
き
ど
の
よ
う
な
法
的
処
理
が
行
わ
れ
た
か
を
考
察
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。

　

①
最
初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
天
平
改
元
前
夜
の
長
屋
王
の
変
で
あ
る
。
神
亀
六
年
（
七
二
九
年
）
二
月
一
〇
日
、
数
人
の
下
級
官
人

が
朝
廷
に
、
左
大
臣
長
屋
王
が
「
私
学
左
道
、
欲
傾
国
家
」
と
密
告
し
た
。
長
屋
王
が
私
か
に
邪
道
を
学
ん
で
、
国
家
（
聖
武
天
皇
）
を

危
う
く
せ
ん
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
夜
朝
廷
は
兵
力
を
以
て
王
の
邸
宅
を
包
囲
し
、
一
一
日
朝
舎
人
親
王
ら
を
派
遣
し
て

罪
を
窮
問
し
、
一
二
日
王
を
し
て
自
尽
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
正
室
の
吉
備
内
親
王
、
子
息
の
膳
夫
王
、
桑
田
王
、
葛
木
王
、
鉤
取
王
ら
が

自
経
（
縊
死
）
し
た
。
一
七
日
朝
廷
は
官
人
七
人
を
流
に
処
し
て
処
分
を
終
了
し
、
一
八
日
王
の
弟
の
鈴
鹿
王
を
は
じ
め
、
王
の
子
息
の

安
宿
王
、
黄
文
王
、
山
背
王
（
三
人
は
藤
原
不
比
等
の
女
の
生
ん
だ
子
）
ら
縁
坐
す
る
べ
き
人
々
を
赦
免
し
た

）
53
（

。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
〇
（
二
〇
）

　

こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
で
あ
る
。
大
宝
律
の
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
（
養
老
律
と
同
じ
だ
ろ
う
か
ら
）
は
、
謀
反
を
犯
す
と
首
従

の
別
な
く
斬
に
処
す
る
が
、
縁
坐
は
父
子
（
没
官
に
処
す
る
）
に
し
か
及
ば
さ
な
い
。
実
際
は
長
屋
王
は
自
尽
に
止
め
ら
れ
た
が
、
妻
と

子
ら
は
自
経
に
お
い
こ
ま
れ
た
。
大
宝
令
の
獄
令
決
大
辟
条
（
養
老
令
と
同
じ
だ
ろ
う
か
ら
）
は
大
辟
（
死
刑
）
は
五
位
以
上
の
官
人
と

皇
族
は
悪
逆
以
上
で
な
け
れ
ば
家
で
自
尽
す
る
こ
と
を
聴
す
と
定
め
て
い
る

）
54
（

か
ら
、
王
が
八
虐
中
第
一
の
謀
反
の
罪
で
自
尽
を
聴
さ
れ
た

の
は
特
別
の
扱
い
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
方
で
唐
律
の
謀
反
大
逆
条
を
想
起
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
正
室
の
内
親
王
所
生
の
膳
夫
王
ら
は

自
経
に
お
い
こ
ま
れ
な
が
ら
、
他
方
で
妾
の
一
人
不
比
等
の
女
所
生
の
安
宿
王
ら
縁
坐
す
る
べ
き
人
々
（
同
じ
く
自
経
に
お
い
こ
ま
れ
て

よ
い
人
々
）
が
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
、
極
端
に
異
な
る
扱
い
か
ら
推
測
す
る
と
、
藤
原
氏
を
中
心
と
す
る
勢
力
が
長
屋
王
を
強
引
に
朝
廷

か
ら
抹
殺
し
た
構
図
が
み
え
て
く
る
。

　

強
引
に
と
い
う
の
は
、
時
の
最
上
位
の
権
力
者
が
密
告
に
よ
っ
て
僅
か
に
正
史
に
名
を
残
す
下
級
官
人
ら
の
行
為
に
よ
り
易
々
と
抹
殺

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
平
安
初
期
薬
師
寺
の
僧
景
戒
の
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
元
興
寺
大
法
会
の
さ
い
長
屋
王
が
笏
で
貧
相
な
一
沙
弥
の

頭
を
う
ち
傷
つ
け
た
。
大
法
会
の
参
会
者
が
こ
れ
を
み
て
顰
蹙
し
た
。
二
日
後
密
告
者
が
あ
り
、
王
は
自
殺
し
、
死
骸
は
平
城
京
の
外
で

焼
き
砕
か
れ
河
に
流
さ
れ
た
、
と
い
う
話
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
因
果
応
報
譚
の
中
で
は
、
王
は
殺
さ
れ
る
よ
り
は
と
、
子
ら
に
毒
薬
を

の
ま
せ
縊
り
殺
し
た
後
で
、
自
分
も
服
毒
自
殺
し
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る

）
55
（

。
景
戒
の
記
す
話
が
ど
の
程
度
事
実
を
含
ん
で
い
る
の
か
不
明

な
が
ら
、
法
的
処
理
が
律
の
定
め
る
と
お
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

②
同
じ
構
図
の
事
件
が
、
奈
良
後
期
の
井
上
内
親
王
廃
后
・
他
戸
親
王
廃
太
子
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
人
の
下
級
官
人
が
自
首
し
た

こ
と
に
端
を
発
し
た
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
年
）
三
月
二
日
、
光
仁
天
皇
は
皇
后
の
井
上
内
親
王
を
巫
蠱
（
ま
じ
な
い
で
人
を
呪
う
）
に

よ
る
謀
反
の
罪
に
と
い
、
皇
后
位
か
ら
退
け
た
。
内
親
王
は
聖
武
天
皇
の
皇
女
。
側
近
者
二
人
は
斬
を
免
し
遠
流
と
し
た
。
続
い
て
五
月



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
一
（
二
一
）

二
七
日
、
天
皇
は
内
親
王
の
「
魘
魅
大
逆
之
事
」
が
繰
り
返
し
発
覚
し
、
そ
の
子
の
他
戸
親
王
を
皇
太
子
の
位
に
お
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
て
、
こ
れ
も
皇
太
子
位
か
ら
退
け
た
の
で
あ
る

）
56
（

。
こ
の
魘
魅
大
逆
は
、
養
老
律
の
賊
盗
律
厭
魅
条
が
「
お
よ
そ
憎
悪
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
厭
魅
（
人
形
）
を
造
り
、
お
よ
び
符
書
（
ま
じ
な
い
の
札
）
を
造
り
、
咒
詛
し
て
以
て
人
を
殺
さ
ん
と
し
た
ら
、
各
々
謀
殺
を

以
て
論
じ
二
等
を
減
じ
よ
。
も
し
乗
輿
（
天
皇
）
に
渉
れ
ば
、
皆
絞
せ
」
と
定
め
て
い
る

）
57
（

。
す
な
わ
ち
、
廃
后
事
件
は
正
確
に
は
皇
后
の

魘
魅
謀
反
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
犯
人
は
皆
絞
の
と
こ
ろ
を
廃
后
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
の
は
、
特
別
の
扱
い
で
あ
る
。
後
に
（
宝
亀

六
年
四
月
二
七
日
）
廃
后
・
廃
太
子
は
幽
閉
地
で
同
じ
日
に
没
し
た

）
58
（

。
同
じ
日
と
い
う
か
ら
、
自
然
死
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
件
の
背
後

に
、
山
部
親
王
（
後
の
桓
武
天
皇
）
立
太
子
を
実
現
さ
せ
た
藤
原
氏
の
群
像
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

　

③
長
屋
王
の
変
や
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
が
で
っ
ち
上
げ
を
疑
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
謀
反
の
事
実
が
確
か
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

の
は
、
奈
良
中
期
の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
年
）
六
月
二
八
日
の
山
背
王
の
密
告
な
ど
に
よ
り
、
朝
廷
は

橘
奈
良
麻
呂
一
派
の
数
人
を
捕
え
て
訊
問
し
、
謀
反
の
企
て
を
把
握
し
た
。
そ
れ
は
、
奈
良
麻
呂
ら
が
七
月
二
日
夜
四
〇
〇
人
の
精
兵
で

挙
兵
し
、
孝
謙
天
皇
や
皇
太
子
大
炊
王
（
後
の
淳
仁
天
皇
）
の
滞
在
す
る
田
村
第
（
紫
微
内
相
藤
原
仲
麻
呂
の
私
邸
）
を
包
囲
し
、
内
相

を
殺
し
、
皇
太
子
を
廃
し
、
続
い
て
皇
太
后
（
光
明
子
）
宮
を
占
拠
し
、
天
皇
御
璽
な
ど
を
奪
っ
た
後
、
天
皇
を
廃
し
、
塩
焼
王
・
道
祖

王
・
安
宿
王
・
黄
文
王
の
中
か
ら
選
ん
で
即
位
さ
せ
る
、
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
厳
重
な
警
戒
の
下
、
四
日
朝
廷
は
奈
良
麻
呂
ら
を

一
網
打
尽
と
し
、
九
日
謀
反
に
関
与
し
た
嫌
疑
で
藤
原
乙
縄
（
右
大
臣
藤
原
豊
成
の
子
）
の
身
柄
を
拘
束
し
た

）
59
（

。
こ
こ
に
謀
反
の
企
て
は

潰
え
、
奈
良
麻
呂
ら
は
全
員
獄
に
下
っ
た
の
で
あ
る
。

　

孝
謙
天
皇
の
朝
廷
が
（
大
宝
律
令
に
代
え
て
）
養
老
律
令
を
施
行
し
た
の
は
、
天
平
勝
宝
九
年
五
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
橘
奈
良
麻
呂
ら
は
養
老
律
を
以
て
処
断
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
養
老
律
の
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
は
、
反
を
謀
っ
た
段
階
（
陰
謀
か



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
二
（
二
二
）

予
備
の
段
階
）
で
首
従
の
別
な
く
斬
に
処
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
変
の
経
緯
を
詳
細
に
記
す
『
続
日
本
紀
』
は
、
法
的
処
理
の
入
り
口

で
、
黄
文
、
道
祖
、
大
伴
古
麻
呂
、
多
治
比
犢
養
、
小
野
東
人
、
賀
茂
角
足
ら
「
並
杖
下
死
」
と
記
し
て
い
る

）
60
（

。
養
老
令
の
獄
令
察
獄
之

官
条
は
、
確
か
に
拷
掠
に
よ
る
訊
問
（
拷
問
）
を
許
し
て
い
る

）
61
（

。
し
か
し
、
律
の
法
文
上
拷
問
し
な
い
は
ず
の

）
62
（

道
祖
王
（
天
平
勝
宝
九
年

三
月
廃
太
子
）
や
黄
文
王
を
は
じ
め
、
鎮
守
府
将
軍
大
伴
古
麻
呂
ら
が
皆
、
拷
問
の
杖
に
よ
り
撲
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
異
常
な
刑
事

手
続
き
で
あ
る
。
朝
廷
は
そ
の
上
で
、
安
宿
王
を
佐
渡
、
佐
伯
大
成
を
信
濃
、
大
伴
古
慈
斐
を
土
佐
へ
流
し
、
藤
原
豊
成
・
乙
縄
父
子
を

左
遷
し
た
。
そ
の
他
、
奈
良
麻
呂
一
派
で
処
罰
さ
れ
た
（
流
罪
か
）
者
は
四
四
三
人
に
上
っ
た

）
63
（

。

　

問
題
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
最
期
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
首
謀
者
の
奈
良
麻
呂
が
斬
に
処
さ
れ
た
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
浩
瀚

な
『
続
日
本
紀
』
の
ど
こ
を
捜
し
て
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
前
半
二
〇
巻
は
、
奈
良
中
期
に
藤
原
仲
麻
呂
の
下
で
編
纂

さ
れ
た
「
曹
案
」
全
三
〇
巻
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
つ
い
て
記
す
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
宝
字
元
年
（
天
平
勝
宝

九
年
）
紀
は
、
こ
の
「
曹
案
」
第
三
〇
巻
に
あ
た
る
。
奈
良
後
期
の
光
仁
天
皇
の
と
き
「
曹
案
」
を
編
纂
し
な
お
し
た
と
き
、
第
三
〇
巻

は
亡
失
し
て
い
た
と
い
う
。
仲
麻
呂
ら
が
滅
亡
し
て
、
奈
良
麻
呂
ら
の
関
係
者
が
朝
廷
に
返
り
咲
く
中
で
、
天
平
宝
字
元
年
紀
は
新
た
に

書
き
直
す
し
か
な
か
っ
た
。
結
局
、
次
の
桓
武
天
皇
の
代
に
な
っ
て
天
平
宝
字
元
年
紀
を
増
補
し
、
前
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
後
半
二
〇
巻

に
併
せ
て
全
四
〇
巻
の
編
纂
を
終
了
し
た

）
64
（

。
こ
の
編
纂
の
複
雑
な
過
程
で
奈
良
麻
呂
の
最
期
は
削
ら
れ
た
ま
ま
、
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
通
説
は
、
奈
良
麻
呂
も
杖
の
下
に
撲
殺
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

）
65
（

。

　

④
奈
良
後
期
の
和
気
王
事
件
は
、
小
さ
な
謀
反
で
あ
る
。
和
気
王
は
舎
人
親
王
の
孫
で
、
藤
原
仲
麻
呂
の
謀
反
を
密
告
し
、
そ
の
功
に

よ
り
参
議
・
兵
部
卿
と
な
っ
た
。
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
年
）
八
月
一
日
、
和
気
王
が
皇
位
を
窺
い
、
紀
益
女
に
称
徳
天
皇
・
道
鏡
を

呪
詛
さ
せ
た
、
と
い
う
嫌
疑
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
朝
廷
は
王
を
伊
豆
へ
流
す
途
中
、
絞
殺
し
た
。
益
女
も
絞
殺
し
た
。
さ
ら
に
王
の
謀
議



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
三
（
二
三
）

に
参
加
し
た
嫌
疑
で
、
上
級
官
人
数
人
を
左
遷
し
事
実
上
の
流
罪
と
し
た

）
66
（

。

　

⑤
奈
良
末
期
の
氷
上
川
継
事
件
も
、
同
じ
く
小
さ
な
謀
反
で
あ
る
。
川
継
は
塩
焼
王
（
藤
原
仲
麻
呂
の
偽
帝
）
と
不
破
内
親
王
（
聖
武

天
皇
の
女
）
の
子
で
、
血
筋
は
一
級
な
が
ら
因
幡
守
と
い
う
中
級
官
人
で
あ
る
。
資
人
の
大
和
乙
人
が
私
か
に
兵
仗
（
武
器
）
を
お
び
て

宮
中
に
闌
入
（
乱
入
）
し
た
と
こ
ろ
を
捕
え
ら
れ
た
。
乙
人
の
自
供
に
よ
る
と
、
天
応
二
年
（
七
八
二
年
）
閏
一
月
一
〇
日
夜
、
川
継
が

衆
を
聚
め
て
宮
中
に
入
り
、
朝
廷
（
桓
武
天
皇
）
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
朝
廷
は
、
逃
走
し
た
川
継
を

捕
え
、
法
に
よ
り
処
断
す
る
と
罪
は
極
刑
と
な
る
が
、
諒
闇
（
光
仁
崩
御
の
喪
）
の
始
め
だ
か
ら
と
し
て
死
一
等
を
減
じ
、
川
継
を
伊
豆

へ
流
し
、
内
親
王
と
川
継
の
姉
妹
を
淡
路
へ
流
し
た
。
一
八
日
三
方
王
ら
を
左
遷
し
、
一
九
日
大
伴
家
持
ら
を
解
任
し
た

）
67
（

。

　

⑥
謀
反
が
大
き
な
反
乱
と
な
っ
た
の
は
、
藤
原
広
嗣
の
乱
で
あ
る
。
天
平
一
二
年
（
七
四
〇
年
）
九
月
三
日
、
広
嗣
は
大
宰
府
で
挙
兵

し
た
。
右
大
臣
橘
諸
兄
を
支
え
る
玄
昉
・
吉
備
真
備
を
除
く
こ
と
を
朝
廷
に
求
め
た
。
朝
廷
は
、
武
官
大
野
東
人
を
大
将
軍
と
し
、
五
道

の
兵
を
徴
発
し
て
、
広
嗣
征
討
を
命
じ
た
。
一
〇
月
九
日
、
板
櫃
河
畔
で
両
軍
が
対
峙
し
た
が
、
広
嗣
軍
か
ら
降
服
者
が
続
出
し
、
征
討

軍
が
勝
利
し
た
。
そ
の
た
め
広
嗣
は
九
州
脱
出
を
図
っ
た
が
失
敗
し
、
征
討
軍
に
捕
え
ら
れ
た
。
一
一
月
一
日
、
肥
前
松
浦
郡
で
東
人
の

命
に
よ
り
征
討
軍
々
兵
が
広
嗣
を
斬
っ
た
。
一
一
月
三
日
、
聖
武
天
皇
は
、
東
人
に
広
嗣
の
罪
が
顕
露
（
明
白
）
だ
か
ら
法
に
よ
り
処
決

せ
よ
（
斬
れ
）
と
命
じ
た
が
、
軍
事
行
動
の
最
中
の
こ
と
で
あ
り
、
既
に
処
刑
が
終
っ
て
い
た

）
68
（

。

　

藤
原
広
嗣
の
乱
の
法
的
処
理
は
、
天
平
一
三
年
紀
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
死
罪
（
斬
）
二
六
人
、
没
官
五
人
、
流
罪
四
七
人
、
徒
罪

三
二
人
、
杖
罪
一
七
七
人

）
69
（

。

　

⑦
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
で
は
な
い
が
、
平
城
京
を
震
撼
さ
せ
た
の
は
、
奈
良
後
期
の
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
あ
る
。
恵
美
押
勝
の
乱
と
い
う

方
が
、
あ
る
い
は
通
り
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
乱
の
原
因
は
、
道
鏡
を
寵
愛
す
る
孝
謙
上
皇
と
、
淳
仁
天
皇
を
擁
す
る
仲
麻
呂
、
二
人



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
四
（
二
四
）

の
不
和
で
あ
る
。
和
気
王
や
下
級
官
人
ら
の
密
告
を
し
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
年
）
九
月
一
一
日
、
仲
麻
呂
が

挙
兵
し
た
。
仲
麻
呂
は
天
皇
御
璽
な
ど
の
争
奪
に
敗
れ
、
近
江
へ
走
っ
た
。
追
討
軍
が
勢
多
橋
を
焼
き
落
し
た
た
め
、
仲
麻
呂
は
湖
西
を

北
上
し
た
。
途
中
、
氷
上
塩
焼
（
塩
焼
王
）
を
皇
位
に
つ
け
た
。
一
八
日
高
島
郡
で
両
軍
の
激
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
仲
麻
呂
軍
が
敗
北

し
た
。
追
討
軍
々
士
が
仲
麻
呂
を
斬
っ
た
。
追
討
軍
は
仲
麻
呂
の
妻
子
・
塩
焼
・
徒
党
の
人
、
併
せ
て
三
四
人
も
斬
っ
た

）
70
（

。

　

一
〇
月
九
日
、
孝
謙
上
皇
は
淳
仁
天
皇
を
廃
し
、
淡
路
へ
流
し
た
。
仲
麻
呂
の
一
派
と
み
て
、
船
親
王
を
隠
岐
へ
、
池
田
親
王
を
土
佐

へ
流
し
た
。
そ
の
上
で
上
皇
は
重
祚
し
た
。
称
徳
天
皇
で
あ
る
。

（
41
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
冒
頭
の
「
解
説
」
二
三
頁
。
こ
の
項
（
漢
籍
と
の
関
係
）
の
執
筆
者

は
小
島
憲
之
氏
。

（
42
）

注（
41
）二
六
一
頁
、
四
二
五
頁
。
垂
仁
天
皇
（
大
王
）
の
実
在
は
疑
わ
し
く
、
履
中
天
皇
（
大
王
）
の
実
在
を
疑
う
見
方
も
あ
る
。
履
中
天
皇

は
倭
の
五
王
の
一
人
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
43
）

注（
41
）二
八
七
頁
、
二
九
九
頁
、
三
〇
一
頁
。

（
44
）

注（
41
）三
一
〇
～
三
一
一
頁
。

（
45
）

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
理
図
書
館
所
蔵
の
卜
部
兼
右
本
を
底
本
と
す
る
。
卜
部
家
に
伝
え
ら
れ
た
写
本
が
室
町
後
期

の
争
乱
の
中
で
紛
失
し
た
。
そ
こ
で
、
卜
部
家
本
を
書
き
写
し
た
三
条
西
（
実
隆
）
本
を
卜
部
兼
右
が
書
き
写
し
、
他
の
諸
本
と
対
校
し
た
校
訂
本

が
そ
れ
で
あ
る
。
天
文
年
間
（
一
六
世
紀
中
頃
）
浄
書
終
了
。
同
書
上
巻
「
解
説
」
二
六
頁
。

（
46
）

注（
41
）四
七
六
～
四
七
七
頁
。
長
く
引
用
す
る
と
「
弟
君
之
婦
樟
媛
、
国
家
情
深
、
君
臣
義
切
、
忠
踰
白
日
、
節
冠
青
松
、
悪
斯
謀
叛
、
盗
殺

其
夫
、
隠
埋
室
内
」
で
あ
る
。
国
家
の
情
（
こ
こ
ろ
）
深
く
、
君
臣
の
義
（
こ
と
わ
り
）
切
な
り
。
こ
の
「
国
家
」
は
天
皇
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く

単
純
に
「
く
に
」
を
さ
し
て
い
る
。
前
掲
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
第
三
巻
七
四
頁
、
国
家
の
項
。



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
五
（
二
五
）

（
47
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
巻
（
一
九
六
五
年
）
三
三
四
～
三
三
五
頁
。
下
巻
が
上
巻
よ
り
早
く
発
行
さ
れ
た
。

（
48
）

注（
47
）四
八
〇
～
四
八
一
頁
、
四
八
六
～
四
八
七
頁
。

（
49
）

注（
47
）四
四
四
～
四
四
五
頁
。

（
50
）

大
平
聡
「
古
代
の
国
家
形
成
と
王
権
」
三
〇
～
三
一
頁
。
大
津
透
編
『
王
権
を
考
え
る
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
。
珂
瑠
皇
子

は
軽
皇
子
と
も
記
さ
れ
る
。

（
51
）

注（
41
）四
四
六
～
四
四
九
頁
。
允
恭
天
皇
（
大
王
）
は
倭
の
五
王
の
一
人
。
な
お
、
軽
大
娘
（
皇
女
）
は
カ
ル
ノ
オ
オ
イ
ラ
ツ
メ
と
よ
む
。

（
52
）

注（
47
）一
七
〇
～
一
七
一
頁
。
東
漢
（
駒
）
の
姓
は
ヤ
マ
ト
ノ
ア
ヤ
と
よ
む
。

（
53
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
二
巻
（
一
九
九
〇
年
）
二
〇
四
頁
以
下
。
膳
夫
、
安
宿
、
黄
文
（
王
）
は
順
に
、
カ
シ
ワ
デ
、
ア
ス
カ
ベ
、
キ
フ
ミ
と

よ
む
。

（
54
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
一
三
頁
。
こ
の
決
大
辟
条
は
、
死
刑
を
市
（
東
西
の
市
や
諸
国
の
市
）
で
執
行
せ
よ
と
定
め
て
い
る
。

（
55
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
一
七
二
頁
以
下
。

（
56
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
四
巻
（
一
九
九
五
年
）
三
七
二
頁
以
下
。
な
お
、
他
戸
（
親
王
）
は
オ
サ
ベ
、
巫
蠱
は
フ
コ
と
よ
む
。

（
57
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
六
三
～
六
四
頁
。
こ
の
厭
魅
条
で
、
厭
（
魘
）
魅
は
エ
ン
ミ
、
咒
（
呪
）
詛
は
ジ
ュ
ソ
と
よ
む
。

（
58
）

注（
56
）四
五
〇
～
四
五
一
頁
。

（
59
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
三
巻
（
一
九
九
二
年
）
一
九
四
頁
以
下
。
天
平
勝
宝
七
年
か
ら
九
年
は
、
正
確
に
は
、
天
平
勝
宝
七
歳
、
八
歳
、
九
歳

と
記
す
べ
き
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
九
歳
八
月
一
八
日
、
天
平
宝
字
と
改
元
。
道
祖
（
王
）
は
フ
ナ
ド
と
よ
む
。

（
60
）

注（
59
）二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。
多
治
比
犢
養
、
小
野
東
人
、
賀
茂
角
足
の
名
は
順
に
、
コ
ウ
シ
カ
イ
、
ア
ヅ
マ
ヒ
ト
、
ツ
ノ
タ
リ
と
よ
む
。

（
61
）

前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
二
四
頁
。
拷
も
掠
も
、
罪
を
白
状
さ
せ
る
た
め
に
杖
・
笞
で
う
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
察
獄
之
官
条

は
、
拷
問
は
二
〇
日
を
隔
て
て
行
い
、
三
度
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

（
62
）

養
老
律
の
断
獄
律
議
請
減
不
合
拷
訊
条
、
前
掲
『
律
・
令
義
解
』
律
・
一
七
三
頁
。
議
は
刑
事
上
の
六
議
の
特
典
、
請
は
六
議
の
親
族
・
中
級

官
人
の
特
典
、
減
は
下
級
官
人
の
特
典
を
い
う
。



日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

二
六
（
二
六
）

（
63
）

注（
59
）二
〇
六
頁
以
下
、
二
一
二
頁
以
下
、
注（
56
）二
九
〇
～
二
九
三
頁
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。
大
伴
古
慈
斐
の
名
は
コ
シ
ビ
と
よ
む
。

（
64
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
一
巻
所
収
、
笹
山
晴
生
「
続
日
本
紀
と
古
代
の
史
書
」
中
の
「
続
日
本
紀
の
成
立
」
参
照
。
同
書
四
八
五
頁
以
下
。

（
65
）

景
戒
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
で
、
奈
良
麻
呂
が
僧
形
の
絵
を
的
と
し
て
、
黒
眼
を
矢
で
射
る
練
習
を
し
た
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
悪
質
な
悪
戯
は

な
い
。
後
に
奈
良
麻
呂
は
天
皇
に
憎
ま
れ
、
利
鋭
（
刀
剣
）
で
斬
ら
れ
た
。
昔
の
悪
行
は
利
鋭
を
以
て
殺
さ
れ
る
（
処
刑
さ
れ
る
）
自
ら
の
運
命
の

前
兆
だ
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
注（
55
）二
九
〇
～
二
九
一
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
話
の
真
偽
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

（
66
）

注（
56
）八
六
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。

（
67
）

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
五
巻
（
一
九
九
八
年
）
二
二
四
頁
以
下
。
天
応
二
年
八
月
一
九
日
、
延
暦
と
改
元
。

（
68
）

注（
53
）三
六
四
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
二
巻
）。
な
お
、
養
老
令
の
獄
令
大
辟
罪
条
は
、
死
刑
執
行
の
慎
重
さ
を
期
し
て
、
三
覆
奏
（
三
度
奏
聞

す
る
）
を
原
則
と
し
、
八
虐
中
悪
逆
以
上
は
一
覆
奏
と
定
め
て
い
る
。
前
掲
『
律
・
令
義
解
』
令
義
解
・
三
一
三
頁
。

（
69
）

注（
53
）三
八
四
～
三
八
七
頁
。

（
70
）

注（
56
）二
〇
頁
以
下
（
続
日
本
紀
第
四
巻
）。

　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

謀
反
、
謀
叛
（
お
よ
び
内
乱
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
唐
律
一
〇
悪
や
養
老
律
八
虐
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
一
通
り
み
て
き
た
。
冒
頭
に

疑
問
と
し
た
掲
げ
た
二
点
の
う
ち
、
謀
反
の
「
國
家
」
と
謀
叛
の
「
圀
」
の
意
味
の
違
い
は
、
前
者
が
皇
帝
（
天
子
）
の
別
称
だ
ろ
う
と

見
当
が
つ
い
た
。
今
一
つ
、
謀
反
の
「
反
」
と
謀
叛
の
「
叛
」
の
違
い
は
、
反
が
君
主
に
そ
む
く
、
叛
が
国
か
ら
離
反
す
る
、
の
違
い
だ

と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
た
。
な
お
、
国
家
も
国
も
（
通
常
は
王
朝
を
有
す
る
）
古
代
国
家
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
謀
反

や
謀
叛
を
ざ
っ
と
み
て
き
た
が
、
元
々
近
代
日
本
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
概
念
の
起
源
を
古
代
日
本
に
求
め
る
の
が
狙
い
だ
か
ら
、
法
制



古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て
（
新
井
）

二
七
（
二
七
）

史
家
や
古
代
史
家
の
研
究
成
果
を
借
用
し
な
が
ら
、
所
期
の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
し
た
。

　

一
〇
悪
や
八
虐
の
謀
反
（
や
謀
叛
）
の
概
念
や
内
容
を
押
え
た
上
で
、
続
い
て
各
論
と
し
て
、
古
代
日
本
の
実
例
を
探
し
て
、
安
易
な

方
法
と
承
知
の
上
で
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
覗
い
て
み
た
。
も
っ
と
も
、
前
者
の
記
述
す
る
範
囲
に
一
〇
悪
や
八
虐

の
実
例
を
求
め
る
方
が
無
理
で
あ
る
。
一
方
、
律
令
制
度
盛
期
の
正
史
た
る
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
謀
反
の
実
例
が
幾
つ
も
収
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
目
に
つ
い
た
も
の
を
、
こ
れ
も
ざ
っ
と
考
察
し
て
み
た
。
対
象
を
『
続
日
本
紀
』
一
つ
に
限
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
法
的

処
理
の
特
徴
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
広
嗣
の
乱
や
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
の
場
合
、
軍
事
行
動
の
最
中
に
敵
対
者
の
処
刑

が
行
わ
れ
る
か
ら
、
法
的
処
理
が
迅
速
で
荒
っ
ぽ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
屋
王
の
変
や
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
は
無
論
の
こ
と
、
氷
上

川
継
事
件
の
場
合
で
も
、
大
宝
律
・
養
老
律
の
定
め
る
謀
反
の
概
念
や
刑
罰
よ
り
実
際
の
運
用
は
柔
軟
で
あ
る
。
し
か
し
、
異
色
な
の
は

橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
、
朝
廷
が
権
力
を
掌
握
す
る
平
和
の
下
で
拷
問
の
猛
々
し
さ
は
思
わ
ず
目
を
覆
う
も
の
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
平
時

も
戦
時
も
律
の
定
め
る
謀
反
の
概
念
や
刑
罰
が
権
力
者
（
や
正
史
の
編
纂
者
）
に
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
律
が
法
的
処
理
の

規
範
と
し
て
十
分
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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